
在籍型出向を活用して
従業員の雇用を守りませんか

特別企画

（後編）
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を
守
る
場
合
に
、
そ
の
要
し
た
経
費
の

一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
、
今
年
２
月

に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
助
成
金
は
、

出
向
元
だ
け
で
な
く
出
向
先
事
業
主
に

も
助
成
さ
れ
る
こ
と
、
出
向
期
間
中
の

賃
金
や
教
育
訓
練
経
費
等
に
対
し
て
助

成
率
が
最
大
10
分
の
９
で
あ
る
こ
と
、

出
向
の
成
立
に
要
し
た
初
期
経
費
に
対

し
て
一
人
あ
た
り
最
大
15
万
円
が
助
成

さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
ポ
イ
ン
ト
で
、
出

向
に
か
か
る
事
業
主
の
コ
ス
ト
負
担
を

大
き
く
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
在
籍
型
出
向
を
地
域
に
浸
透

さ
せ
る
た
め
、
全
国
お
よ
び
47
都
道
府

県
に
、
労
使
団
体
や
自
治
体
等
を
メ
ン

バ
ー
と
す
る「
在
籍
型
出
向
等
支
援
協

議
会
」を
設
置
・
開
催
し
、
関
係
機
関

が
連
携
し
て
、
在
籍
型
出
向
の
ノ
ウ
ハ

ウ
・
好
事
例
の
共
有
、
送
り
出
し
企
業

や
受
け
入
れ
企
業
の
開
拓
等
を
推
進
し

て
い
き
ま
す
。

在
籍
型
出
向
は
、
働
く
方
々
の
雇
用

を
し
っ
か
り
と
支
え
つ
つ
、
人
材
の
有

効
な
活
用
を
通
じ
て
生
産
性
の
維
持
・

向
上
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
活

用
を
促
し
て
い
く
こ
と
の
政
策
的
重
要

性
は
極
め
て
高
い
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。
在
籍
型
出
向
が
よ
り
進
む
よ
う
、

し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。

厚生労働省　職業安定局
雇用開発企画課
労働移動支援室 室長補佐

松村岳明

新型コロナウイルス感染症の流行の影響で、一時的に「雇用過剰になっている企業」と「人手
不足が生じている企業」があります。そうした企業の雇用を支える「在籍型出向支援」につい
て取り上げます。※前編は 5 月号に掲載

イラスト／坂本 凜

マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
・
助
成
金
・ 

地
域
内
連
携
で
支
援
す
る

政
府
に
お
い
て
は
、
在
籍
型
出
向
を

活
用
し
て
雇
用
を
守
る
事
業
主
を
支
援

す
る
た
め
、
令
和
２
年
度
第
三
次
補
正

予
算
お
よ
び
令
和
３
年
度
当
初
予
算
に

お
い
て
、
約
６
３
５
億
円
を
措
置
し
、

①「
産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
」に
よ
る

マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
、
②「
産
業
雇
用
安

定
助
成
金
」に
よ
る
コ
ス
ト
負
担
軽
減
、

③「
在
籍
型
出
向
等
支
援
協
議
会
」に
よ

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
の
３
本
柱

で
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
、「
産
業
雇
用
安
定
セ
ン

タ
ー
」に
よ
る
マ
ッ
チ
ン
グ
に
つ
い
て

は
、
先
月
号
の
前
編
で
紹
介
し
て
い
ま

す
の
で
、
今
回
は
助
成
金
と
協
議
会
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

「
産
業
雇
用
安
定
助
成
金
」は
、
コ
ロ

ナ
の
影
響
で
事
業
活
動
の
一
時
的
な
縮

小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
業
主
が
、
在

籍
型
出
向
を
活
用
し
て
労
働
者
の
雇
用

（前号のおさらい）
「在籍型出向」は、労働者が出向元の企業との雇用関

係を維持したまま外部企業に出向するというもので
す。出向元企業と出向先企業間の出向契約により、
労働者は出向先企業と新たな雇用契約を結び、一
定期間継続して勤務します。

(C) 2021 日本医療企画.
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創設された産業雇用安定助成金の対象や要件、助成率・助成額は下記のとおりです。

雇用調整を目的とする出向（新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀
なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向）が対象。

１日当たりの賃金が 9 , 000 円の社員を A 社（中小企業）から B 社（中小企業）に出向させた場合

※ 出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した
企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合につ
いて、助成額の加算を行います。

（A 社が社員の解雇などを行っていない場合）

出向元 出向先

Ａ社 Ｂ社

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持
を目的として出向により労働者（雇用保険被保険者）を送り出す事業主（出向元事業主）。

当該労働者を受け入れる事業主（出向先事業主）。

雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。

詳しくはこちら

対 象

出向運営経費 出向初期経費

前 提

1

2

助成金の対象となる「出向」

助成率・助成額

たとえば…

対象事業主

出向運営経費 （出向元賃金負担）

産業雇用安定助成金 産業雇用安定助成金

実質負担

3 , 600 円 （出向先賃金負担 5 , 400 円、教育訓練および労務管理に
関する調整経費など 3 , 000 円）

3 , 240 円 7 , 560 円 840 円

出向運営経費　8 , 400 円

10
9

10
9

10
1

実質負担 360 円10
1

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教
育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中
に要する経費の一部を助成します。

中小企業 中小企業以外

出向元が労働者の解雇な
どを行っていない場合

出向元が労働者の解雇な
どを行っている場合

上限額（出向元・先の計） 12 , 000 円 / 日

10

5

4

3

9

4

3

2

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出
向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が
出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出
向の成立に要する措置を行った場合に助成します。

出向元 出向先

助成額 各 10 万円／ 1 人当たり（定額）

加算額（※） 各 5 万円／ 1 人当たり（定額）

産業雇用安定助成金   を解説！

(C) 2021 日本医療企画.
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日本商工会議所 日本労働組合総連合会

労使団体からも期待の声があがっています！

協議会設置
労働組合 都道府県・

市町村

経済団体

労働局

・出向情報やノウハウ共有
・送り出し企業や受け入れ企業開拓 地銀・信金･

信組等

関係省庁

在籍型出向を活用して
従業員の雇用を守りませんか

特別企画

（後編）

在籍型出向は、国と産業雇用安定センターだけでなく労使団体などの関係機関も一体となって
支援を進めています。事業者や労働者の声を吸い上げる労使団体に、在籍型出向に寄せる期待
についてお聞きしました。

好事例の横展開やノウハウの提供など 
中小企業の支援を

コロナ禍の厳しい経済情勢が続いているなかで、企
業にとっては「雇用の維持」と「事業の存続」が最優先課
題となっています。在籍型出向を進めることは、従業
員の雇用を維持することはもとより、コロナ禍で多忙
となった一部企業においてはマンパワーの強化にもつ
ながります。また、在籍型出向による他分野や他業種
での業務経験が、いずれ本業に活きてくることも期待
できます。

当所が実施した調査では、「他社社員の出向での受入
れを検討したい（検討している）」と回答した企業の割合
は9.7%と一定数ありました。一方で、実際に在籍型出
向を経験した企業は少ないのが実態です。こうした現
状を踏まえ、行政、労使団体に加え金融機関や産業雇
用安定センター等が参画している地域在籍型出向等支
援協議会が中心となって、好事例の横展開やノウハウ
の提供、人材を受け入れたい企業と人材を送り出した
い企業とのマッチングイベントの開催など、各地域で具
体的な取り組みが行われていくことを期待しています。

企業の枠を超えて 
労働者の雇用を守る

新型コロナウイルス感染症が流行してからのこの 1
年、連合への労働者の相談は、解雇や雇止めなど雇用
に関するものが圧倒的に増えました。

コロナ以前にも出向はありました。しかし、これま
での出向は出向元の企業しか助成金などの支援を受け
られない仕組みだったこともあり、多くの企業が実施
しているわけではありませんでした。

今回新たに出向元・出向先の両方が助成を受けられ
る産業雇用安定助成金ができ、在籍型出向を受け入れ
る企業側のハードルが下がったのは、とてもありがた
いことです。

労働者の生活基盤は地域のなかにあります。この 1
年、労働環境は日々変化しています。コロナ禍の今、
出向で住み慣れた地を離れることが極力ないよう配慮
しつつ、国や自治体、団体や企業が連携して、企業の
枠を超えて労働者の「雇用＝生活」を守っていかなけれ
ばなりません。在籍型出向は、その大きな支えになる
と期待しています。

産業政策第二部　担当部長

杉崎友則さん

総合政策推進局　総合局長

仁平 章さん

地域で連携して出向マッチングを支援

(C) 2021 日本医療企画.




